
毛呂山町婚活支援ネットワーク事業実施要綱

（目的）

第１条 この要綱は、町、町内団体等のネットワークにより結婚支援の機運醸成を図る

とともに、結婚を希望する地域の独身男女の交流機会の提供等により、地域全体で結

婚支援を推進することを目的とする。

（定義）

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定め

るところによる。

(1) 毛呂山町婚活支援ネットワーク 毛呂山町婚活支援ネットワーク事業（以下「本

事業」という。）の実施により、町全体で結婚を支援する機運の醸成を図るため、

町及び本事業の趣旨に賛同する町内団体等により構成するネットワークをいう。

(2) 登録団体 本事業に参加する団体をいう。

（事業内容）

第３条 本事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 結婚支援事業の情報発信等

(2) 町及び登録団体間の情報交換並びに結婚支援に関する課題の検討

（登録団体）

第４条 登録団体の応募資格は、毛呂山町内の企業、団体、店舗等で、次の各号のいず

れにも該当しないことを要件とする。

(1) お見合い又は結婚の斡旋等の業務を主に行っている企業等

(2) 宗教団体又は政治活動を目的とする団体等

(3) 毛呂山町暴力団排除条例（平成２４年毛呂山町条例第１８号）第２条第１号及び

第２号に規定する暴力団又は暴力団員の統制下にある団体等

（登録の申込み）

第５条 登録団体の申込みをしようとする者（以下「申込者」という。）は、毛呂山町

婚活支援ネットワーク登録団体申込書（様式第１号。以下「申込書」という。）を町

長に提出するものとする。

（登録の決定）

第６条 町長は、申込書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるとき

は、登録団体を決定し、毛呂山町婚活支援ネットワーク登録通知書（様式第２号）を

当該登録団体の申込者に交付するものとする。

（登録の取消し）

第７条 町長は、登録団体が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消



すものとする。

(1) 誓約書に掲げる事項に違反したとき。

(2) 申込書の内容に虚偽があったとき。

(3) 登録団体から辞退の届出があったとき。

(4) その他町長が登録の取消しを必要と認めたとき。

（個人情報の取扱い）

第８条 登録団体は、毛呂山町個人情報保護条例（平成１２年毛呂山町条例第８号）の

規定に基づき、本事業において取得した個人情報を厳重に管理し、及び本人の承諾を

得ずに他の目的に使用し、又は他人に漏らしてはならない。

（事務局）

第９条 本事業の事務局は、毛呂山町役場企画財政課に置く。

（その他）

第１０条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。



様式第１号（第５条関係）

毛呂山町婚活支援ネットワーク登録団体申込書

年 月 日

毛呂山町婚活支援ネットワーク事務局 御中

事業の趣旨に賛同し、下記のとおり登録団体として申し込みます。

○団体の業種及び事業概要は、貴団体の主たる内容をご記入ください。

○事務局で受付、記載内容を確認した後に登録通知書をお送りします。

○イベント情報等は事務局からご担当者様にお知らせしますので、連絡先を必ずご記入

ください。

フリガナ

企業・団体名

フリガナ

代表者名

住 所
〒

団体業種

事業概要

従業員数

電話・ＦＡＸ

町ホームページへ

の掲載

登録団体一覧に団体名の記載を

希望する ・ 希望しない

ご担当者

及び連絡先

住所

〒

（フリガナ）

職・氏名

電話・ＦＡＸ

Ｅ-mail



様式第２号（第６条関係）

毛呂山町婚活支援ネットワーク 登録通知書

様

毛呂山町長

年 月 日付けの登録団体申込につきまして、下記のとおり決定したので通知

します。

記

登録団体名


